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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマー、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）、融点が４０℃以
上のアミン化合物（尿素化合物を除く。）および有機過酸化物を含み、
　前記アミン化合物の配合割合が、前記４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒド
ラジド）１００重量部に対して、５重量部以上であることを特徴とする、充填発泡用組成
物。
【請求項２】
　前記アミン化合物が、ジシアンジアミド類および／またはジシクロヘキシルアミン塩類
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の充填発泡用組成物。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の充填発泡用組成物と、前記充填発泡用組成物に装着され、中
空部材の内部空間に取り付け可能な取付部材とを備えることを特徴とする、充填発泡部材
。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の充填発泡用組成物を発泡させることによって得られることを
特徴とする、充填用発泡体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、各種の部材の間や中空部材の内部空間などを充填するために用いられる充填
用発泡体、および、その充填用発泡体を形成するための充填発泡部材および充填発泡用組
成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、自動車のピラーなどの閉断面として形成される中空部材には、エンジンの振
動や騒音、あるいは、風きり音などが車室内に伝達されることを防止するために、充填材
として発泡体を充填することが知られている。
　例えば、エチレン・酢酸ビニル共重合体、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニル
ヒドラジド）、ジクミルパーオキサイドおよびジシクロヘキシルアミン（融点：－０．１
℃）からなる充填発泡用組成物を調製し、これを１６０℃で２０分加熱して発泡させるこ
とが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００５－９７５８６号公報（表２の比較例５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかるに、充填発泡用組成物の発泡において、通常、自動車の焼付塗装時の乾燥ライン
工程の熱を利用するところ、充填発泡用組成物の配置によっては、上記した温度に加熱さ
れない場合がある。そのような場合には、特許文献１の充填発泡用組成物では、十分な発
泡倍率が得られず、中空部材の内部空間を隙間なく充填できないという不具合がある。
　さらに、特許文献１の充填発泡組成物では、調製後、これを長期にわたり貯蔵して、そ
の後発泡させる場合には、優れた貯蔵安定性を確保できず、発泡倍率が低下するという不
具合がある。
【０００４】
　本発明の目的は、良好な貯蔵安定性を確保できながら、低温での加熱により十分に発泡
させることのできる充填発泡用組成物、これが用いられる充填発泡部材、および、充填発
泡用組成物を発泡させることにより得られる充填用発泡体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明の充填発泡用組成物は、ポリマー、４，４’－オキシ
ビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）、融点が４０℃以上のアミン化合物（尿素化合物
を除く。）および有機過酸化物を含み、前記アミン化合物の配合割合が、前記４，４’－
オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）１００重量部に対して、５重量部以上であ
ることを特徴としている。
【０００６】
　また、本発明の充填発泡用組成物では、前記アミン化合物が、ジシアンジアミド類およ
び／またはジシクロヘキシルアミン塩類を含むことが好適である。
　また、本発明の充填発泡部材は、上記した充填発泡用組成物と、前記充填発泡用組成物
に装着され、中空部材の内部空間に取り付け可能な取付部材とを備えることを特徴として
いる。
【０００７】
　また、本発明の充填用発泡体は、上記した充填発泡用組成物を発泡させることによって
得られることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の充填発泡用組成物では、低温での加熱により十分に発泡させることができる。
しかも、高温高湿下での良好な貯蔵安定性を確保できるので、高温高湿下における長期貯
蔵後においても、発泡倍率の低下を防止することができる。
　そのため、本発明の充填発泡用組成物および充填発泡部材では、発泡倍率の低下が少な
い充填用発泡体を、中空部材にほぼ隙間なく充填させることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の充填発泡用組成物は、ポリマー、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニル
ヒドラジド）、アミン化合物および有機過酸化物を含んでいる。
　本発明において、ポリマーは、特に限定されず、公知のポリマーが用いられる。ポリマ
ーとしては、例えば、エチレン・酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、オレフィン樹脂（例え
ば、ポリエチレン、ポリプロピレンなど）、ポリエステル、ポリビニルブチラール、ポリ
塩化ビニル、ポリアミド、ポリケトンなどの樹脂、例えば、スチレン・ブタジエンゴム（
ＳＢＲ）、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、エチレン・プロピレン・ジエンゴム（ＥＰＤＭ
）などのゴムなどが挙げられる。好ましくは、ＥＶＡが用いられる。ＥＶＡを用いること
により、発泡倍率を高くすることができる。これらポリマーは、１種または２種以上を適
宜選択して用いることができる。
【００１０】
　４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）（略称：ＯＢＳＨ）は、ポリ
マーを発泡させるための発泡剤である。ＯＢＳＨを用いると、充填性、および、発泡後に
おける充填用発泡体の中空部材に対する接着性が良好となる。
　ＯＢＳＨの配合割合は、特に限定されないが、ポリマー１００重量部に対して、例えば
、５～３０重量部、好ましくは、１０～２５重量部である。ＯＢＳＨの配合割合がこれよ
り少ないと、中空部材の内部空間を充填するために大きな形状が必要となり、取り付け作
業などの作業性が低下する場合がある。また、ＯＢＳＨの配合割合がこれより多いと、配
合割合に対応した発泡倍率が得られず、コストデメリットを生ずる場合がある。
【００１１】
　本発明において、アミン化合物は、尿素化合物を除く、融点が４０℃以上の１級アミノ
基（－ＮＨ2）または２級アミノ基（＞ＮＨ）を有する有機化合物（発泡助剤）であり、
ＯＢＳＨの分解温度を低下させるために配合される。
　１級アミノ基を有する有機化合物としては、例えば、ジシアンジアミド類などが挙げら
れ、より具体的には、ジシアンジアミドが挙げられる。
【００１２】
　２級アミノ基を有する有機化合物としては、例えば、ジシクロヘキシルアミン塩類が挙
げられる。
　ジシクロヘキシルアミン塩類は、例えば、ジシクロヘキシルアミン（塩基成分）と、酸
成分とから形成される化合物である。酸成分としては、例えば、エタノールなどの１価ア
ルコールや、エチレングリコールなどの多価アルコールなどのアルコール、例えば、塩酸
、硝酸、臭化水素酸（ＨＢｒ）、ヨウ化水素酸（ＨＩ）、硫酸などの無機酸、例えば、酢
酸などの有機酸などが挙げられる。これら酸成分のうち、好ましくは、アルコールが挙げ
られ、さらに好ましくは、多価アルコール、とりわけ好ましくは、エチレングリコールが
挙げられる。
【００１３】
　これらアミン化合物のうち、好ましくは、ジシアンジアミドや、エチレングリコールの
ジシクロヘキシルアミン塩が挙げられる。
　また、アミン化合物は、一般に市販されているものを用いることができ、例えば、ジシ
アネックス３２５（ジシアンジアミド、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ＆Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
．　Ｉｎｃ社製）やノックマスターＥＧＳ（エチレングリコールのジシクロヘキシルアミ
ン塩８０％および長鎖アルキルアルコール２０％の混合物、大内新興化学社製）などが用
いられる。
【００１４】
　これらアミン化合物は、１種または２種以上を適宜選択して用いることができる。
　アミン化合物の融点は、４０℃以上、好ましくは、５０℃以上、さらに好ましくは、６
０℃以上であり、通常、２５０℃以下である。
　アミン化合物の融点が４０℃に満たない場合には、混練物（混和物）の調製において、
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アミン化合物が蒸発（揮発）して、加熱による発泡時においてＯＢＳＨの分解温度を低下
させることができず、高い発泡倍率を得ることができない。
【００１５】
　アミン化合物の配合割合は、ＯＢＳＨ１００重量部に対して、５重量部以上、好ましく
は、１０重量部以上であり、例えば、２００重量部以下、好ましくは、１８０重量部以下
、さらに好ましくは、１３０重量部以下である。
　アミン化合物の配合割合が５重量部より少ない場合には、ＯＢＳＨの分解温度を低下さ
せることができず、高い発泡倍率を得ることができない。
【００１６】
　一方、アミン化合物の配合割合が２００重量部より多い場合には、必要以上に配合する
こととなって、ＯＢＳＨの分解温度を所定温度（例えば、１３０℃）以下に低下させるこ
とができないため、コストデメリットを生ずる場合がある。また、２００重量部を超える
場合には、臭気を発生する場合がある。さらに、２００重量部を超える場合には、発泡倍
率を低下させる場合がある。
【００１７】
　なお、本発明において、アミン化合物には、尿素化合物が含まれない。アミン化合物に
尿素化合物が含まれる場合には、充填発泡用組成物の貯蔵安定性が低下して、長期貯蔵後
における発泡倍率が低下する。そのような尿素化合物としては、例えば、尿素、または、
尿素の誘導体が挙げられる。
　本発明において、有機過酸化物は、ポリマーを架橋させるための架橋剤であって、例え
ば、加熱により分解され、遊離ラジカルを発生してポリマーを架橋させることのできるラ
ジカル発生剤であって、例えば、ジクミルパーオキサイド（ＤＣＰ）、１，１－ジターシ
ャリブチルパーオキシ－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，５－ジメチル－２
，５－ジターシャリブチルパーオキシヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジターシャ
リブチルパーオキシヘキサン、１,３－ビス（ターシャリーブチルパーオキシイソプロピ
ル）ベンゼン、ターシャリブチルパーオキシケトン、ターシャリブチルパーオキシベンゾ
エートなどが挙げられる。好ましくは、ＤＣＰが挙げられる。
【００１８】
　これら有機過酸化物は、１種または２種以上を適宜選択して用いることができる。
　有機過酸化物の配合割合は、特に限定されないが、例えば、ポリマー１００重量部に対
して、０．１～１０重量部、好ましくは、１～７重量部である。有機過酸化物の配合割合
がこれより少ないと、架橋による粘度上昇が少なく、発泡時のガス圧により破泡を生じる
場合がある。また、有機過酸化物の配合割合がこれより多いと、過度に架橋して、ポリマ
ーの皮膜が発泡時のガス圧を抑制し、高発泡倍率で発泡しにくくなる。
【００１９】
　また、本発明において、充填発泡用組成物には、例えば、充填材、架橋促進剤、加工助
剤、安定剤、可塑剤、老化防止剤、酸化防止剤、顔料、着色剤、防カビ剤、難燃剤など、
公知の添加剤を適宜添加させることができる。
　そして、本発明の充填発泡用組成物は、上記した各成分を、上記した配合割合で配合し
、例えば、ミキシングロール、加圧式ニーダー、押出機などによって、ＯＢＳＨの分解が
少ない温度条件下（例えば、８０～１１０℃）で、混練して、混練物として調製すること
ができる。
【００２０】
　また、この調製においては、得られた混練物のフローテスター粘度（１２０℃、４０Ｋ
ｇ荷重）が、０．５×１０4～１．５×１０4Ｐａ・ｓ、さらには、０．８×１０4～１．
２×１０4Ｐａ・ｓとなるように調製することが好ましい。混練物の粘度を、このような
範囲とすることによって、混練物を、適正な体積発泡倍率（後述）で発泡させることがで
きる。
【００２１】
　さらに、この調製においては、得られた混練物を、所定形状に成形することにより予備
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成形物（プリフォーム）として調製することもできる。
　混練物の成形は、特に限定されないが、例えば、混練物を、ペレタイザーなどによって
ペレット化し、このペレットをＯＢＳＨの分解が少ない温度条件下で、射出成形機または
押出成形機などによって所定形状に成形するか、あるいは、カレンダー成形やプレス成形
によって、直接、所定形状に成形すればよい。
【００２２】
　そして、このようにして調製される本発明の充填発泡用組成物を、適宜の条件下で加熱
して、発泡、架橋および硬化させることにより、本発明の充填用発泡体を形成することが
できる。
　このようにして得られる本発明の充填用発泡体は、その密度（発泡体の重量（ｇ）／発
泡体の体積（ｇ／ｃｍ3））が、例えば、０．０５～０．２ｇ／ｃｍ3、好ましくは、０．
０７～０．１１ｇ／ｃｍ3であり、また、発泡時の発泡倍率（体積発泡倍率）が、例えば
、８倍以上、好ましくは、９～１５倍である。このような発泡倍率であれば、中空部材の
内部空間を、たとえその内部空間が複雑な形状であっても、充填用発泡体によってほぼ隙
間なく充填することができる。
【００２３】
　また、このようにして得られる本発明の充填用発泡体は、後述するように高温高湿下で
の長期貯蔵後における発泡倍率が、調製直後の発泡倍率に比べて、例えば、６５％以上、
好ましくは、８０～１１０％である。
　そして、このようにして得られる本発明の充填用発泡体は、各種の部材に対する、補強
、制振、防音、防塵、断熱、緩衝、水密など、種々の効果を付与することができるので、
各種の部材の間や中空部材の内部空間に充填する、例えば、補強材、防振材、防音材、防
塵材、断熱材、緩衝材、止水材など、各種の産業製品の充填材として、好適に用いること
ができる。
【００２４】
　各種の部材の間や中空部材の内部空間に充填するには、特に限定されないが、例えば、
隙間の充填を目的する部材の間や中空部材の内部空間に、充填発泡用組成物を設置して、
その後、設置された充填発泡用組成物を加熱し、発泡、架橋および硬化させることにより
充填用発泡体を形成し、その充填用発泡体によって、部材の間や中空部材の内部空間を充
填すればよい。
【００２５】
　より具体的には、例えば、中空部材の内部空間を充填する場合には、まず、充填発泡用
組成物に取付部材を装着して充填発泡部材を作製し、その充填発泡部材の取付部材を、中
空部材の内部空間に取り付けた後、加熱により発泡させて、充填用発泡体を形成すれば、
その充填用発泡体によって、中空部材の内部空間を充填することができる。
　そのような中空部材としては、自動車のピラーを例示することができ、本発明の充填発
泡用組成物により、充填発泡部材を作製して、ピラーの内部空間に取り付けた後、発泡さ
せれば、充填用発泡体により、ピラーの補強を十分に図りつつ、エンジンの振動や騒音、
あるいは、風きり音などが車室内に伝達されることを有効に防止することができる。
【００２６】
　次に、本発明の充填発泡用組成物、充填発泡部材および充填用発泡体の実施態様の一例
として、これらを用いて自動車のピラーの内部空間を充填する方法について説明する。
　この方法では、まず、図１（ａ）に示すように、所定形状に成形された充填発泡用組成
物１をピラー２内に設置する。充填発泡用組成物１をピラー２内に設置するには、例えば
、取付部材３を充填発泡用組成物１に取り付けて、充填発泡部材Ｐを作製し、その充填発
泡部材Ｐの取付部材３をピラー２の内周面に取り付ければよい。取付部材３を充填発泡用
組成物１に取り付けるには、例えば、取付部材３を、成形された充填発泡用組成物１に取
り付ける他、充填発泡用組成物１の成形時に混練物とともにインサート成形してもよい。
また、取付部材３をピラー２の内周面に取り付けるには、例えば、ピラー２の内周面に係
止溝を形成して、取付部材３を差し込むことにより係止させるか、あるいは、取付部材３
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を吸盤または磁石などから構成して、吸着または磁力により固定するか、さらには、取付
部材３を金属板から構成して、溶接により取り付ければよい。
【００２７】
　なお、このピラー２は、断面略凹状のインナパネル４およびアウタパネル５から構成さ
れており、まず、充填発泡用組成物１をインナパネル４に設置した後に、これらインナパ
ネル４およびアウタパネル５の両端部を対向当接させて、溶接により接合することによっ
て、閉断面として形成される。なお、このようなピラー２は、より具体的には、車両ボデ
ィのフロントピラー、サイドピラーあるいはリヤピラーとして用いられる。
【００２８】
　その後、この方法では、その後の焼付塗装時の乾燥ライン工程での熱を利用して、通常
、例えば、１６０℃以上、好ましくは、１８０℃以上で、ピラー２を加熱するところ、充
填発泡部材Ｐが設置されたピラー２の部位によっては、充填発泡部材Ｐが上記温度にまで
加熱されず、例えば、１４０℃未満、好ましくは、１６０℃未満（例えば、１３０～１５
０℃）までしか加熱されない場合がある。
【００２９】
　しかしながら、このような加熱によっても、充填発泡用組成物１を発泡、架橋および硬
化させることにより充填用発泡体６を形成でき、この充填用発泡体６によってピラー２の
内部空間をほぼ隙間なく充填することができる。
　なお、充填発泡用組成物１の形状、設置位置、配置方向および配置数などは、ピラー２
の形状などに応じて適宜選択される。
【００３０】
　そして、このような充填発泡用組成物１は、ＯＢＳＨおよび融点が４０℃以上のアミン
化合物（尿素化合物を除く。）を含み、かつ、アミン化合物の配合割合が、ＯＢＳＨ１０
０重量部に対して、５重量部以上であるので、低温での加熱により十分に発泡させること
ができる。
　また、充填発泡用組成物１を調製した後、または、これを用いて充填発泡部材Ｐを作製
した後、ユーザーが使用する（充填させる）までには、長期間貯蔵される場合がある。し
かし、充填発泡用組成物１は、調製後における高温高湿下での良好な貯蔵安定性を確保す
ることができる。そのため、たとえ高温高湿下における長期貯蔵後においても、発泡倍率
の低下を防止することができ、ユーザーがピラー２の内部空間をほぼ隙間なく充填するこ
とができる。
【実施例】
【００３１】
　以下に、実施例および比較例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
　　充填発泡用組成物の調製
　実施例１～３および比較例１～４の充填発泡用組成物を、表１に示す配合処方において
、ポリマー、発泡剤（ＯＢＳＨ）、発泡助剤（アミン化合物）、架橋剤（有機過酸化物）
の各成分を、６インチミキシングロールを用いて、温度１１０℃、回転数１５ｍｉｎ-1で
、１０分間混練した。その後、９０℃の熱プレスにてプレス成形し、厚さ３ｍｍのシート
状に成形した。その後、これを３０ｍｍ×３０ｍｍに切り出して、試験片を得た。
【００３２】
　　充填発泡用組成物の評価
　（１）調製直後の発泡倍率
　得られた試験片を、１３０℃で２０分加熱することにより発泡させ、その体積発泡倍率
を測定した。その結果を表１に示す。
　（２）高温高湿下での長期貯蔵後における発泡倍率
　得られた試験片を、４０℃、９２％ＲＨで、２０日間貯蔵した。その後、これを、１３
０℃で２０分加熱することにより発泡させ、その体積発泡倍率を測定した。その結果を表
１に示す。
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【００３３】
【表１】

【００３４】
　なお、表１中の充填発泡用組成物の配合処方の欄における数値は、各成分が配合される
重量部数を示す。また、表１中の体積発泡倍率は、体積発泡倍率＝発泡前の密度／発泡後
の密度、から求めた。
　表１から、融点が４０℃以上のアミン化合物（尿素化合物を除く。）を、ＯＢＳＨ１０
０重量部に対して５重量部の配合割合で配合した実施例１～３では、１３０℃の加熱でも
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高い体積発泡倍率を確保しながら、しかも、高温高湿下における長期貯蔵後においても、
体積発泡倍率の低下を防止できることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の充填発泡用組成物、充填発泡部材および充填用発泡体を用いて、自動車
のピラーの内部空間を充填する方法の一実施形態の工程図であって、（ａ）は、充填発泡
用組成物に取付部材を装着して充填発泡部材を作製し、これをピラーに設置する工程、（
ｂ）は、加熱により充填発泡用組成物を発泡、架橋および硬化させることにより、充填用
発泡体によってピラーの内部空間を充填する工程を示す。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　充填発泡用組成物
　２　　ピラー
　３　　取付部材
　６　　充填用発泡体
　Ｐ　　充填発泡部材

【図１】
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